
学校の臨時休業の延長について 

 

緊急事態宣言及びそれに基づく知事からの要請により、４月２１日（火）から５月６日（水）

までの間、本校も臨時休業としております。 

４月２８日（火）に県教育委員会より、今後の教育活動の再開には学校における諸準備や

保護者・児童生徒への連絡等に一定の期間が必要となることから５月７日（木）以降は当面

休業を延長することとします、との発表がありました。 

学校再開の時期や本校の今後の対応につきましては今後一斉メールや学校 HP でご連絡

いたします。 


